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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タイヤ製造のためのゴム配合物に基いた要素を製造する方法において、
　それぞれのゴム配合物（Ａ、Ｂ）のための少なくとも２つのフローチャネル（１４、１
５）を有する押出ヘッド（１０）を備えた主押出機（１）を使用して、前記それぞれのゴ
ム配合物（Ａ、Ｂ）の少なくとも２つの層を同時押出する工程を含み、前記フローチャネ
ル（１４、１５）は、押出オリフィス（１８）に開口しており、前記それぞれのゴム配合
物（Ａ、Ｂ）は前記押出オリフィス（１８）を通して押し出され、前記押出オリフィス（
１８）は、第一壁（１１１）および第二壁（１６１）により形成されており、前記それぞ
れのゴム配合物（Ａ、Ｂ）は、第一壁（１１１）および第二壁（１６１）により形成され
た前記押出オリフィス（１８）において互いに接合され、
　前記それぞれのゴム配合物（Ａ、Ｂ）の少なくとも２つの層が互いに接触する前に、前
記押出オリフィス（１８）の上流側で、前記それぞれのゴム配合物（Ａ、Ｂ）のための少
なくとも２つのフローチャネル（１４、１５）の各々内に前記それぞれのゴム配合物（Ａ
、Ｂ）の少なくとも２つの層を通して、前記それぞれのゴム配合物（Ａ、Ｂ）のための少
なくとも２つのフローチャネル（１４、１５）を貫通して延びるマイクロ押出機（２）の
ノズル（２３）により、ゴム配合物（Ｃ）の少なくとも１つのインサート（３５）を同時
押出して挿入する工程をさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記それぞれのゴム配合物の層はトレッド（３４）の部分（３４１、３４２）を構成す



(2) JP 4374192 B2 2009.12.2

10

20

30

40

50

ることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記トレッドの部分（３４１、３４２）を構成するそれぞれのゴム配合物（Ａ、Ｂ）は
非導電性であり、マイクロ押出機（２）により押出されるゴム配合物（Ｃ）は導電性を有
することを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項４】
　それぞれのゴム配合物（Ａ、Ｂ）のための少なくとも２つのフローチャネル（１４、１
５）を有する押出ヘッド（１０）を備えた主押出機（１）を有し、前記フローチャネル（
１４、１５）は押出オリフィス（１８）に開口しており、該押出オリフィスを通して前記
ゴム配合物（Ａ、Ｂ）が押出され、押出オリフィス（１８）は第一壁（１１１）および第
二壁（１６１）により形成され、第三ゴム配合物（Ｃ）のためのマイクロ押出機（２）を
更に有し、該マイクロ押出機の押出ヘッドの端部にはノズル（２３）が設けられ、該ノズ
ルは、第三ゴム配合物（Ｃ）が押出オリフィス（１８）の上流側で、かつゴム配合物（Ａ
、Ｂ）が互いに接触して押出オリフィス（１８）を通して押出される前に、各それぞれの
ゴム配合物（Ａ、Ｂ）内に挿入されるように、前記それぞれのゴム配合物（Ａ、Ｂ）のた
めの少なくとも２つのフローチャネル（１４、１５）を貫通して延びていることを特徴と
するゴム配合物の同時押出装置。
【請求項５】
　押出オリフィス（１８）の第一壁および第二壁が、押出ブレード（１９）の２つの固定
壁からなることを特徴とする請求項４記載の同時押出装置。
【請求項６】
　前記押出オリフィス（１８）を形成する第一壁（１１１）は固定されており、前記押出
オリフィス（１８）を形成する第二壁は主押出機（１）に取付けられたローラ（１６）の
外周面（１６１）からなることを特徴とする請求項４記載の同時押出装置。
【請求項７】
　前記押出ノズル（２３）は、可動出口通路と、その高さの一部に沿って各フローチャン
ネル（１４、１５）に一致する２つのスリットとを有し、かつ主押出機（１）内に形成さ
れたボア内に挿入されることを特徴とする請求項４または５記載の同時押出装置。
【請求項８】
　前記ノズル（２３）のベースは、マイクロ押出機（２）により押出される配合物（Ｃ）
の圧力により一方のフローチャネル（１５）の壁（１３１）と接触した状態に維持される
ことを特徴とする請求項７記載の同時押出装置。
【請求項９】
　前記ノズル（２３）のベースは一方のチャネル（１５）の壁（１３１）に固定されるこ
とを特徴とする請求項７記載の同時押出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主充填剤としてシリカまたは低比率のカーボンブラックが充填された配合物
等の非導電性充填剤を有する幾つかの配合物を備えかつ少なくとも２つのこれらの配合物
がタイヤトレッドを構成しているタイヤを製造する方法に関する。また本発明は、このよ
うな方法を実施する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　環境問題はますます重大になっており、燃料経済性および自動車により発生される有害
物質を除去する方法は優先事項となっている。タイヤ製造業者の１つの目的は、非常に小
さい転がり抵抗、ドライ路面、ウェット路面および雪路面での優れたグリップ力、非常に
優れた耐摩耗性および小さい転がり騒音を具備するタイヤを製造することである。
【０００３】
　この目的を達成するため、主補強充填剤としてシリカを備えているトレッドを有するタ
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イヤが提案されている（特許文献１参照）。この解決法は、非常に両立し難い種々の上記
特性間に最良の妥協を与えるが、車両によっては、主補強充填剤としてシリカを備えたト
レッドを有するタイヤは、シリカが導電性をもたないため、車両の走行中にタイヤと路面
との摩擦により発生されるかなり高レベルの静電気が蓄積されるという欠点を有している
ことが判明している。
【０００４】
　或る特別な条件が同時存在する場合には、このようにしてタイヤに蓄積した静電気は、
車両に乗ろうとする人が車両ボディに触れたときに不愉快な電気ショックを与える。また
、この静電気は、放電により発生されるオゾンによりタイヤの老化を促進させてしまう。
また、路面と車両の性質によっては、静電気が発生する干渉により、搭載ラジオに障害を
引起こすことがある。
　タイヤ内での静電気の蓄積およびこれに関連する殆どの欠点の問題は、長い間に亘って
良く知られており、使用される補強充填剤がカーボンブラックであるときには既に発生し
ていた。
【０００５】
　長く知られている原理を最新のタイヤに適合させることが提案されており（特許文献２
参照）、この適合とは、従来の種々の文献に提案された解決法に付随する主要問題、特に
タイヤの構造に導入される有害な不均一性を解決しようとするものである。提案された解
決法は、導電性ゴム配合物のストリップを、タイヤの周囲に挿入するか好ましくは全周に
亘って配置し、かつトレッドの表面を、クラウンプライの１つまたはカーカス補強体また
は充分に良好な導電性をもつタイヤの他の任意の部分に連結し、適当なカーボンブラック
の存在により必要な導電性が付与されるようにしたものである。
【０００６】
　このような解決法は、単一の非導電性配合物からなるトレッド例えば乗用車のトレッド
を備えたタイヤに実施するのが好ましいが、重車両または高速車両におけるように高い定
常作動温度で走行するように設計されたあらゆるタイヤにおけるように、カーカス補強体
の上に幾つかのゴム配合物の層およびクラウン補強体とカーカス補強体との間のゴム配合
物の層を有するタイヤの場合には好ましくない。
【０００７】
　実際に、このようなタイヤには、クラウン補強体と、周方向インサートすなわちストリ
ップ状インサートの存在により導電性が付与されたトレッドの外側部分（路面と接触する
部分）との間に、非導電性層すなわちトレッドの内側部分（路面と接触しない部分）が設
けられているため、この内側部分は導電性をもつようにしなければならない。同様に、ク
ラウンプライの縁部領域に良く知られた過大厚さ部分を形成するカーカス補強体とクラウ
ン補強体との間の層も、該層が導電性をもたない場合には、導電性を付与しなければなら
ない。
【０００８】
　本件出願人に係るフランス国特許出願公開（特許文献３参照）に開示されている第一解
決法は、２つの第一層間に電気的接続を確保することである。これらの第一層は導電性を
有するか、導電性をもつように作られており、かつ少なくとも１つのゴム配合物のストリ
ップにより第三非導電性層により分離されている。前記ゴム配合物の少なくとも１つのス
トリップは、小さい厚さ、幅および長さを有しかつ前記第三非導電性層の２つの結合面間
に配置されており、かつ２つの第一層を導電性にする手段に接触していて、該手段により
連結されている。この方法は、工業的には満足できるけれども、補完部品の位置決めが不
可欠であり、製造コストの増大をもたらす。
【０００９】
　本件出願人に係る国際特許出願（特許文献４参照）に開示されている第二解決法は、非
導電性層が通常の押出手段により押出された後に、各非導電性層に導電性配合物の周方向
インサートを設け、次に２つの部品がクラウン上に配置される前にこれらの両部品を一体
に結合することからなる。前記層は共通の接触面を有し、接触面のレベルでの１つの層の
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インサートの幅は、同じレベルでの他の層のインサートの幅の少なくとも１０倍に等しい
。この方法の有効性は、各層を導電性にできかつこれらとカーカス補強体との間の電気的
接続を確保できることである。
　しかしながら、この方法は、２つの異なるゴム配合物からなる２つの層の場合のみなら
ず、異なるゴム配合物からなる３つの層、４つの層またはこれ以上の層では非常に複雑に
なってしまう。
【００１０】
　また、或るゴム配合物は、流動学的特性（rheological properties）が非常に異なるた
め一体接合が非常に困難なものがある。これは、特に、１つの配合物が他の配合物より凝
集性が小さい（decohesive）場合にいえることである。例えばトレッド内でこれらの配合
物を接合したい場合、および特殊な接着剤を用いて２つの配合物を接合するという術策を
避けたい場合には、使用される方法は、工業上、或る経済的長所を有する同時押出方法で
ある。実際に、同時押出方法では、押出スクリューにより別々に加工されている種々の部
品は、共通押出オリフィスに向かって押出され、これにより、前記部品を熱いうちに圧力
を加えて一体化させることができる。
【００１１】
　この形態では、第二解決法を同時押出に置換することが考えられる。かくして、インサ
ートは、２つのマイクロ押出機を用いて、押出オリフィスの上流側で各部品内で製造でき
る。各マイクロ押出機のノズルは各部品を通り、これにより、前記第二解決法に従って、
１つのインサートは、これに対向する第二部品のベースの少なくとも１０倍の幅をもつベ
ースを有している。しかしながら、このような解決法は、一方では同時押出機の大きさを
かなり増大させてしまい、他方では押出成形された部品を交換しかつ押出機を洗浄する作
業の困難性を大幅に高めてしまう。
【００１２】
【特許文献１】欧州特許第ＥＰ Ａ ５０１ ２２７号明細書
【特許文献２】欧州特許第ＥＰ ０ ６５８ ４５２ Ａ１号明細書
【特許文献３】フランス国特許出願公開第ＦＲ ９７／０２２７６号明細書
【特許文献４】国際特許出願第ＷＯ ９９／４３５０６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、特に、導電性をもたないゴム配合物からなる少なくとも２つの層と、
タイヤの転がりにより誘起される電荷を消散できる導電性配合物からなる周方向インサー
トとを有するタイヤの製造を意図した同時押出装置および該装置を使用する方法に関し、
本発明の装置および方法は、できる限り簡単に構成されかつインサートの形成に必要なだ
けの量の部品を使用するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明によれば、タイヤ製造のためのゴム配合物に基いた要素を製造する方法において
、
　それぞれのゴム配合物のための少なくとも２つのフローチャネルを有する押出ヘッドを
備えた主押出機を使用して、前記それぞれのゴム配合物の少なくとも２つの層を同時押出
する工程を含み、前記フローチャネルは、押出オリフィスに開口しており、前記それぞれ
のゴム配合物は前記押出オリフィスを通して押し出され、前記押出オリフィスは、第一壁
および第二壁により形成されており、前記それぞれのゴム配合物は、第一壁および第二壁
により形成された前記押出オリフィスにおいて互いに接合され、
　前記それぞれのゴム配合物のための少なくとも２つの層が互いに接触する前に、前記押
出オリフィスの上流側で、前記それぞれのゴム配合物のための少なくとも２つのフローチ
ャネルの各々内に前記それぞれのゴム配合物の少なくとも２つの層を通して、前記それぞ
れのゴム配合物のための少なくとも２つのフローチャネルを貫通して延びるマイクロ押出
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機のノズルにより、ゴム配合物の少なくとも１つのインサートを同時押出して挿入する工
程をさらに含むことを特徴とする方法が提供される。
【００１５】
　単一部品の押出に使用される方法であって、押出ブレードのレベルでの異形配合物への
直接射出からなる方法を、２つ以上の配合物の同時押出（この場合には両フローチャネル
を通しての同時押出）に適用することは、当業者であっても考えることが困難である。実
際に、一方では、このためには２つのフローチャネルの出口でのこれらの２つの「挿入」
から下流側で、２つのインサートを押出オリフィス内で互いに上下に重ねることを考える
。他方では、前述のように、同時押出は、２つの配合物の流動学的特性のため、他の配合
物に頼ることなくこれらの間に接合部を形成しかつ維持することを困難にするこれらの２
つの配合物間に接着を引起こす優れた長所を有している。同時押出では、種々のファクタ
により、すなわち、外気と接触することなくかつプロファイリングの前に、高温かつ加圧
された状態で原料を接着することが可能である。配合物の全長に沿う界面の障害を発生す
るインサートの存在は、両配合物の接着を妨げるか、非加硫状態での初期剥離を引起こす
ことにより両配合物間の界面のレベルでの重大な接合欠陥を生じさせる。
【００１６】
　本件出願人は、両配合物間のインサートは、驚くべきことに、ノズルを通った後に非常
に有効に重ね合わされること、および両配合物の界面内に周方向インサートが存在しても
これらの間に影響を与えないことを見出した。
【００１７】
　また、本発明によれば、それぞれのゴム配合物のための少なくとも２つのフローチャネ
ルを有する押出ヘッドを備えた主押出機を有し、前記フローチャネルは押出オリフィスに
開口しており、該押出オリフィスを通して前記それぞれのゴム配合物が押出され、押出オ
リフィスは第一壁および第二壁により形成され、第三ゴム配合物のためのマイクロ押出機
を更に有し、該マイクロ押出機の押出ヘッドの端部にはノズルが設けられ、該ノズルは、
第三ゴム配合物が押出オリフィスの上流側で、かつ前記それぞれのゴム配合物が互いに接
触して押出オリフィスを通して押出される前に、各それぞれのゴム配合物内に挿入される
ように、前記それぞれのゴム配合物のための少なくとも２つのフローチャネルを貫通して
延びていることを特徴とするゴム配合物の同時押出装置が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の他の長所および特徴は、添付図面を参照して述べる本発明によるタイヤ製造方
法および装置の一例を読むことにより明らかになるであろう。
　以下の説明において、図１および図３の実施の形態による装置の同じ構成要素には同一
の参照番号が使用されている。
【００１９】
　図１は、非加硫状態のタイヤトレッドを製造できる装置を示す部分図である。タイヤト
レッドはゴム配合物Ａ、Ｂの２つの同時押出層からなり、各層は、前記配合物Ａ、Ｂと一
緒に同時押出により製造されるゴム配合物Ｃのインサートを有している。
　かくして図１には、２種類の非加硫ゴム配合物Ａ、Ｂの同時押出を可能にする第一主押
出機１の押出ヘッド１０が示されており、該押出ヘッド１０は、この例ではトレッドの上
方部分および下方部分の製造を意図している。
【００２０】
　押出ヘッド１０は上方ヴォールト（upper vault）１１および下方ヴォールト１３を有
し、両ヴォールト１１、１３は、中間支持体１２と協働して２つのフローチャネル１４、
１５を形成している。各チャネル１４、１５は、それぞれ、配合物Ａ、Ｂのためのチャネ
ルである。
【００２１】
　フローチャネル１５は、支持体１２の壁１２１とローラ１６の表面１６１とにより形成
された第一押出オリフィス１７に開口しており、該押出オリフィス１７を通って配合物Ｂ
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が押出される。この押出オリフィス１７自体は第二押出オリフィス１８に開口している。
フローチャネル１４を通って到達する配合物Ａは、配合物Ｂがローラ１６と配合物Ａとの
間に配置されるようにして、第二押出オリフィス１８を通って押出される。
【００２２】
　押出オリフィス１８は、押出ブレード１９に属するヴォールト１１により支持された壁
１１１からなるそれぞれ第一壁および第二壁と、ローラ１６の外周面１６１とにより形成
されている。かくして、押出オリフィスは、同時押出される２つの配合物に所望のプロフ
ァイルを付与できる。
【００２３】
　選択された例では、押出機は「ローラダイ押出機」として知られた形式のものである。
ローラダイ押出機では、押出ブレード１９の第一壁１１１が固定されており、第二壁は押
出機に関連するローラ１６の外周面１６１からなりかつ移動可能である。しかしながら、
本発明は、この形式の押出機を使用することに限定されるものではなく、図３に示すよう
に第一壁および第二壁が押出ブレード１９′の２つの固定壁１９１′、１９２′からなる
「フラットダイ押出機」として知られている押出機１′の使用を考えることもできる。本
発明のこの変更実施形態では、単一の押出オリフィス１８′が設けられている。
【００２４】
　主押出機１には、ヴォールト１１の固定位置に取付けられた、一般に「マイクロ押出機
」として知られている非常に小さい押出機２（以下では、「マイクロ押出機」という。）
が組合される。スクリュー２１および押出ヘッド２２が設けられたこの押出機２は、その
端部にノズル２３を有している。ノズル２３はマイクロ押出機２のダイに固定されており
、かつ所望のプロファイルおよびラインで、第三配合物に基いたインサートを、フローチ
ャネル１４、１５を通る各非加硫高温配合物Ａ、Ｂ内に押出すように設計されている。
【００２５】
　押出ヘッド２２は、該押出ヘッドのダイに固定された押出ノズル２３が両チャネル１４
、１５および支持体１２を横切って延びるように、ベンド２２１を形成している。かくし
て、インサートを形成することを意図した導電性ゴムの配合物Ｃが、配合物Ａ、Ｂの各流
れ中に押出される。また、マイクロ押出機２をローラ１６の軸線に対して垂直に取付ける
ことを考えることもでき、この場合にはマイクロ押出機の押出ヘッドにベンドを設ける必
要がなくなる。
　マイクロ押出機２に使用される押出ノズル２３は、支持体１２を横切って延びかつヴォ
ールト１３の上壁１３１に接触する可動出口通路を有しており、これにより、配合物Ｃが
ノズルに沿ってその全部を通り得るようにしている。
【００２６】
　図１に示すように、ノズル２３は、２つのフローチャネル１４、１５の端部において垂
直方向に対して傾斜しており、かつ押出オリフィス１８の方向に開口している。ここに説
明する例では、この構成によりゴム配合物Ｃを挿入でき、従って押出オリフィス１７、１
８に近接した各フローチャネル内でストリップを製造できるため、ストリップが製造され
る領域と関連押出オリフィスとの間で、ストリップが過度の変形を受ける危険を回避でき
る。しかしながら、この構成は、特に、使用されるゴム配合物の性質、押出機内の温度お
よび圧力条件、およびゴム配合物Ｃの性質等の多数のパラメータに関連して決定しなけれ
ばならない。これは、ノズルが、これらの基準に基いて、フローチャネルの方向に対して
或る傾斜角に配置できかつ押出オリフィスに近付けまたは遠ざけることができることによ
る。
【００２７】
　ヴォールト１１および支持体１２は、これらのボアを通してノズル２３を受入れている
。ノズル２３の可動出口通路はその円筒状表面に形成された２つのスリット２３１、２３
２を有し、各スリット２３１、２３２は、フローチャネル１４、１５の１つに一致する高
さに沿う適当な断面を有している。可動出口通路を備えたノズル２３のベースとヴォール
ト１３の上壁１３１との接触は、セクション２３０に作用する導電性配合物の圧力により
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維持される。本発明の変更実施形態によれば、ノズル２３は、ヴォールト１３の壁１３１
に直接固定することもできる。
【００２８】
　この構成により、接触させるべきゴム配合物の２つの層のベースのレベルの幅を変える
必要なく、約０．１～２ｍｍの範囲内で幅が変化するストリップを製造することが可能に
なる。しかしながら、非制限的な例として、本願に開示するスリット以外の形状のスリッ
トを考えることができる。また、所望ならば、この装置により、例えば「ドット」を備え
たストリップを製造することを意図した用途に基いて、配合物Ｃを不連続的に押出すこと
もできる。
【００２９】
　従って、このような装置の大きさは、マイクロ押出機が存在する分だけ極く僅か増大さ
れるに過ぎない。また、両チャネルに１つのみのノズルを使用するため、配合物の交換を
容易にできる。なぜならば、この交換のためにはノズルを有効に空にするだけで充分だか
らである。適当数のマイクロ押出機の補助により、所望の実現化に従って連続的または同
時的に使用できるフローチャネル内に幾つかの可能な固定位置を設けることにより、幾つ
かのインサートを製造できることは容易に理解されよう。ノズルに形成されるスリットの
形状も所望に応じて変えることができる。
【００３０】
　以上、２層のゴム配合物を備えたトレッドの製造について説明することを選択したが、
本発明は、３以上の同時押出配合物の層でトレッドを製造することにも適用できる。
　従って、本発明によれば、上記装置は、特に、図２に示すようなタイヤについて、導電
性配合物Ｃのインサートが交差した２つの非導電性配合物Ａ、Ｂを有するトレッドを製造
できる。
【００３１】
　図２によれば、小さい転がり抵抗をもつように設計されたサイズ３１５／８０．Ｒ．２
２．５のタイヤ３はカーカス補強体３１を有し、該カーカス補強体３１はゴムライニング
配合物内に埋入された非伸長性金属ケーブルで形成された金属プライを備えている。ゴム
ライニング配合物は、該配合物内に補強充填剤として現在使用されているカーボンブラッ
クにより静電荷に対する導電性を有している。
【００３２】
　カーカス補強体３１は、そのクラウンがクラウン補強体３２により覆われており、該ク
ラウン補強体３２は、ここに説明する例では金属ケーブルで形成されたプライおよび／ま
たはハーフプライからなる。このクラウン補強体３２の全てのケーブルは、配合物の補強
充填剤として現在使用されているカーボンブラックにより静電荷に対する導電性を有する
１つ以上のゴムライニング配合物（単一または複数）内に埋入されている。
【００３３】
　トレッド３４の内側層３４１および外側層３４２は、路面と接触するトレッド３４の表
面と、通常のカーボンブラックが充填されたゴム配合物内に埋入された金属ケーブルで形
成されたクラウン補強体３２の半径方向最外方プライとを連結すべく層３４１、３４２の
全高に亘って延びている周方向リングの形態をなすゴムインサート３５すなわちストリッ
プにより導電性が付与されている。このインサート３５はトレッドの表面上で非常に小さ
い軸線方向幅ｅ（例えば０．５ｍｍに等しい）を有する。ここに説明する例では、インサ
ート３５は単一物でありかつタイヤの赤道平面ＸＸ′上で理論的に中心に位置している。
内側層３４１とクラウン補強体３２の半径方向最外方プライとの接触面３４０上でのイン
サート３５の経跡（trace）は直線および円形である。インサート３５は、特にトレッド
に中央溝が存在する場合には中心から外れた位置に配置できる。また、２つのインサート
を配置することもでき、例えば赤道平面に対して対称位置に配置できるが、いかなる場合
でも、トレッドが摩耗しても路面との接触が確立されるように軸線方向に位置決めされる
。また、インサートは、周方向に連続するリングまたは不連続なリングとすることも考え
られる。
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【００３４】
　静電荷のための導電性連結部１１を構成するゴム組成は、タイヤ特にトレッドの製造に
慣用的に使用されている天然ゴムおよび／または合成ゴムに基いており、補強充填剤とし
ての導電性カーボンブラック、好ましくはタイヤ製造に慣用的に使用されている導電性カ
ーボンブラックを有している。
【００３５】
　本発明による同時押出方法および同時押出機は、本発明の範囲を逸脱することなく、例
えば黒色ゴム配合物内に１種類以上のカラーインサートを配置すべく、導電性の有無とは
無関係にゴム配合物のインサートを配置するのに使用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明による装置を示す部分縦断面図である。
【図２】本発明によるタイヤのクラウン部分を示す概略斜視図である。
【図３】本発明による装置の他の実施形態を示す部分縦断面図である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　第一主押出機
　２　マイクロ押出機
　１６　ローラ
　１７　第一押出オリフィス
　１８　第二押出オリフィス
　２２　押出ヘッド
　２３　ノズル
　３５　ゴムインサート（ストリップ）

【図１】 【図２】

【図３】
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